
那珂郡東海村 
R7.3 

定期報告（盛土規制法第 19 条） 
提出書類                           

※定期報告の対象となる場合には，工事の着手後 3 ヶ⽉ごと（その末⽇から７⽇以内）に⾏ってくださ 

い。（盛⼟規制法施⾏規則第 49 条） 

 

№ 書類名称 内容 備考，関係規定 

1 
宅地造成⼜は特定
盛⼟等に関する工
事の定期報告書 

□東海村宅地造成及び特定盛⼟等
規制法施⾏細則 様式第 2 号 

■東海村宅地造成及び特定盛⼟等
規制法施⾏細則 第 7 条 

2 写真 

□報告の時点における盛⼟，切⼟
⼜は⼟石の堆積をしている⼟地
及びその付近の状況を撮影した
もの 

 

3 進捗が確認できる
図面等  

□申請時の提出図面で 施工済の
箇所を着色 等し明示 

□写真の撮影方向を表示 
 


